
令和６年度 能勢町子ども・子育て会議（第４回） 

議事録 

日 時：令和 7年 2月 26 日(水)10:00～10:40 

会 場：保健福祉センター ２階多目的室 

出席者：樺山会長・村本副会長・前田委員・布村委員・森下委員・ 

宇佐美委員・北山委員・的場委員・八木委員 

【計 9名】 

欠席者：小泉委員、安田委員、三浦委員、齋藤委員、堀内委員 

【計 5名】 

オブザーバー：大阪府箕面子ども家庭センター 北村委員（欠席） 

【計 1名】 

傍聴者：1名 

事務局：福祉部 寺内部長、和田課長、菊池課長、上森係長、永田 

【計 5名】 

教育委員会 百々教育次長、古畑課長、奥課長 

【計 3名】 

委託事業者 株式会社ジャス(1 名) 

司会：和田課長/議長：樺山会長 

次 第 

１．開会 

２．あいさつ 

３．案件 

①第３次能勢町子ども・子育て支援事業計画（最終案）について 

②その他 

３．閉会 

 

事務局 本日はお忙しい中ご出席賜り誠にありがとうございます。 

それでは定刻となりましたので、ただいまより、令和６年度第４

回能勢町子ども・・子育て会議を開催させていただきます。本日、小

泉委員、安田委員、三浦委員、齋藤委員、堀内委員より欠席のご連

絡をいただいております。 

本日の出席は９名で半数以上の出席となりますので、会議が有効

に成立していることをご報告させていただきます。 

開会に当たりまして、樺山会長よりご挨拶を頂戴します。 

会長 皆様おはようございます。本日、計画の最終案となります。 

昨日、私は東京で医療以外の様々な分野の方が集まる、ヘルシー



エイジングがテーマの国際会議に出席し、プレゼンテーションをさ

せていただく機会がありました。その中で、この能勢の取組をスラ

イドの半分近くを使って紹介させていただきました。 

発表後、厚生労働省の国際保健戦略監理官の方より、勉強になっ

たので来週カナダで行われるＧ７のために資料が欲しいと声を掛

けていただきました。能勢の取組が、もしかしたらＧ７という世界

レベルで紹介されるかもしれません。 

少子高齢化が進む中で、みんなが元気に住み続けたいという町を

作っていくモデルとして成し遂げることができる場所なのだと感

じました。何か取り組んだ結果というよりは、恐らく能勢の方々は

自然にできている土壌があり、それをうまく活用した結果、みんな

が元気に過ごしていけるというモデルになるのだと思います。 

今日の会議の計画は、こういった町づくりの土台になるものです

ので、是非、実りのある会議の時間にしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。それではこれよりの進行については、

設置条例第６条の規定により、会長にお願いします。 

会長 それでは、案件①「第３次能勢町子ども・子育て支援事業計画・（最

終案）について」、事務局より説明をお願いします。 

事務局  

（資料説明） 

 

会長 ありがとうございました。ただいま、事務局より説明がありまし

たが、ご意見・・ご質問ございませんでしょうか。たくさんのパブリ

ックコメントもいただき、非常に的確に修正がなされているのでは

ないかと拝見します。 

委員 ２７ページの、妊娠出産乳幼児期のサポート体制の充実による育

児不安の解消の中の、年長児支援事業に関する内容で「小学校」を

訂正し、「義務教育学校」に表現を変えたというお話がありました

が、能勢の幼稚園児だからといって、確実に能勢ささゆり学園に通

うというわけではなく、転出される場合もあるので、必ずしも「義

務教育学校」に通われるわけではないと思います。 

なので、文章としては「学校」という文言の方が、読みやすいと

感じますがいかがでしょうか？ 

事務局 ありがとうございます。確かに「学校」である方が、意味として

分かりやすいと思いますので、そのとおり訂正いたします。 



会長 ご意見ありがとうございます。他はよろしいでしょうか？ 

委員 ３０ページの、全ての子どもが生活しやすい環境づくりの中の、

子育て家庭支援教育支援事業についてです。ほっこりを配置し、未

就学児～とありますが、「５歳児」若しくは・「年長児」のどちらかだ

ったと思うのですが、いかがでしょうか？ 

事務局 「５歳児」です。こちらについても修正いたします。 

委員 ３５ページの教育支援センターの充実について。修正後に学校に

登校することや通常の教室に入ることが困難な～という文言が追

加されましたが、この「通常」という言葉は、子どもにとってはす

ごくハードルの高い言葉になるので、削除していただけるとありが

たいです。 

事務局 「通常」は削除させていただきます。 

委員 もう１点、文言修正をお願いしたいです。３８ページ、アフター

スクールについて。・「町内の学習塾はほとんどなく」ではなく、・「町

内に学習塾はほとんどなく」の間違いかと思いますので、訂正をお

願いします。以上です。 

事務局 ご意見ありがとうございます。修正させていただきます。 

会長 ありがとうございます。丁寧に見ていただき、大事な修正だと思

います。他はいかがでしょうか。皆さんに確認いただきまして最終

案となります。 

委員 ちょっと本題とずれるのかもしれませんが、資料３の１２保育所

の定員オーバーについてのご意見に関連する件です。現在、第３子

以降は保育料が無料だと知らない方も多く、分かるように発信して

ほしいです。 

また、幼稚園の２歳児は無償化対象ではないのが現状ですが、保

育所に入れずに幼稚園の２歳児に入る第３子を無償化にできたら、

保育所の待機児童も少しは緩和されるのではないかと思います。そ

の辺りは難しいのでしょうか。 

事務局 第２子は半額、第３子以降は無料となっております。国の制度で

は保育要件のお子さんに限るため、年長児から数えて第１子、第２

子といった考え方ですが、本町においては、上のお子さんが小学生、

中学生になっても、第１子とカウントし、そこから下のお子さんの

負担軽減を図っています。 

また、２歳児について基本は保育料がかかってきますが、第３子

であれば無償化になっているかと思います。満３歳になったときに

は１号認定の利用ができます。１号認定は国の制度で無償化となっ



ておりますので、その制度に準じて町としても行っております。 

事務局 補足です。国の無償化の方針を受けて、保育所、幼稚園、いずれ

も、３歳以上に関しては無償化が平成３０年ごろから実施されてい

ます。なので、幼稚園に通われているお子さん、１人目、２人目に

かかわらず、基本の部分は無償化になっています。それ以外の０～

２歳児に関しては、能勢町の場合は年齢の幅をより大きく見ていま

すが、国の制度として２人目半額、３人目無償というものが保育を

必要な方への制度として大前提にあり、その制度に基づいてやって

います。 

ただし、幼稚園に関してはあくまでも保育を必要としていない方

が通われ、その授業・教育に関する費用を払っておられるので、国

の制度としては３歳以上が無償化という制度です。その制度にプラ

スしてというのは、現状難しいです。 

保育料の無償化など、分かりにくい部分は、今回お声をいただい

たので、分かりやすくホームページなどでご案内できたらと思いま

す。ありがとうございます。 

会長 貴重なご意見ありがとうございました。資料の確認が終わられた

方から、顔を上げていただくようお願いします。 

それでは、みなさんご確認いただけたようです。これ以上のご意

見ご質問はないようです。 

事務局 ご意見ありがとうございます。本計画は大阪府と計画策定に当た

り協議を行っております。協議の結果がまだ出ていませんが、本日

いただいたご意見を基に計画を修正させていただきますが、府との

協議結果において、若干、修正の可能性もありますので、今後、修

正等生じた場合は会長、副会長と協議の上、最終計画とさせていた

だきたいと考えていますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

では、そのような流れで進めさせていただきます。今後、修正な

どありましたら、皆様にも共有させていただきます。 

会長 それでは、案件②その他について事務局の方から何かありますで

しょうか？ 

事務局 本日、次第にも参考資料として書かせていただいております能勢

町立のせ保育所移転基本計画（案）をお配りしております。この計

画案は２月１０日から３月１１日にかけて、現在、パブリックコメ



ントを行っているところです。委員の皆さまに本計画を一度ご覧い

ただけたらと思い、本日は配付させていただいております。 

本会議は、今年度これで最後です。来年度以降、委員は任期２年

目となり、例年では７月ごろに会議開催となります。会議開催に当

たりまして、改めて日程の調整をさせていただきたいと考えており

ますのでよろしくお願いします。また、各団体から選出されている

方につきましては、今後、改選等で推薦委員が変わられることがあ

りましたら、事務局までご連絡いただけたらと思います。よろしく

お願いいたします。 

樺山会長 ありがとうございました。それでは、他にご質問等なければ、副

会長より閉会のご挨拶をいただきたいと思います。 

副会長 この短い時間の中に、とても詰まった計画案の見直し及び確認事

項がいっぱいあったと思います。私も見ながら、改めて確認するこ

ともありました。これが本決定となり、令和７年度から実施される

ことで、私たちがまた気付くことがいっぱいあると思いますので、

それを今度の会議などに持ち寄っていただき、この計画がスムーズ

に、また、いろいろな意味で進歩できるといいなと思います。 

今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。 

事務局 ありがとうございました。本日いただいた協議を基に、第３次能

勢町子ども・・子育て支援事業計画を策定いたしまして、今後この計

画に基づいた取組を、町としても進めてまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、これで第４回の子ども・・子育て会議を終了させていた

だきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

（閉会） 

 


